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Ⅱ．解説 

 

〔（１）重要無形文化財の指定及び保持者の認定（各個認定）〕 

 

（芸能の部） 

 

１ 琵琶
び わ

 奥村
おくむら

 和美
か ず み

（芸名 奥村
おくむら

 旭
きょく

翠
すい

） 

 

「琵琶」は，平成７年５月３１日に重要無形文化財に指定されていたが，平成１８年

６月５日，保持者の逝去により指定が解除された。今回，改めて指定するとともに，奥

村氏をその保持者として認定するものである。 

 

（１） 重要無形文化財の指定について 

① 名称 

琵琶 

 

② 重要無形文化財の概要 

 琵琶は，奈良時代以前に雅楽の楽器の一つとして伝来したが，平安時代には琵

琶法師の手に渡り，鎌倉時代には『平家物語』を語り始め，室町時代にはその最

盛期を迎えた。琵琶はその後，浄瑠璃の伴奏にも使われるようになるが，１６世

紀後半に三味線が伝来すると，その地位は三味線に取って代わられる。しかし，

九州地方で琵琶は独自の展開を遂げ，そこから，江戸時代中期に薩摩
さ つ ま

琵琶
び わ

が，明

治時代中期に筑前
ちくぜん

琵琶
び わ

が生まれ，どちらも後に東京に紹介され，全国的地位を確

立した。 

薩摩琵琶と筑前琵琶は，近代化する日本の中で，西洋音楽の影響を余り受けず，

伝統的な日本人の音楽的な感性に基づいて発展した音楽で，明治３０年代から昭

和初期にかけて全国的に流行するとともに，名人も輩出し，高い芸術性を獲得し

た。 

このように琵琶は，芸術上価値が高く，芸能史上重要な地位を占めるものであ
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る。 

 

（２）保持者の認定について 

① 保持者 

    氏  名 奥村 和美（芸名 奥村 旭翠） 

    生年月日 昭和２６年３月１８日（満６５歳） 

    住  所 大阪府藤井寺市 

 

② 保持者の特徴 

同人は, 伝統的な琵琶の技法を高度に体現し，伝統に基づきながら卓越した技量

を示す，積極的な演奏活動を展開している。また, 斯界
し か い

の発展に貢献するほか，後

進の指導・育成にも尽力している。 

 

③ 保持者の概要 

同人は，昭和２６年に大阪市で生まれ，はじめは地歌の三味線・箏
こと

の演奏家を目

指していたが，筑前琵琶演奏家山崎旭萃
やまざききょくすい

（平成７年重要無形文化財「琵琶」（各個

認定）保持者）の演奏に感銘を受け，同４８年に山崎氏に入門し筑前琵琶の修業を

始めた。その後，師の薫陶
くんとう

のもと研鑽
けんさん

を積み，同５１年にはＮＨＫ邦楽オーディシ

ョンに合格，同６０年には筑前
ちくぜん

琵琶
び わ

橘 流
たちばなりゅう

日本
に ほ ん

橘 会
たちばなかい

「師範」となるなど，筑前琵

琶演奏家として着実な歩みを進めた。師の没後，平成１８年には筑前琵琶橘流日本

橘会「秀師範」，翌１９年には同「大師範」となり，以後日本を代表する筑前琵琶

演奏家の立場にあって，その保護と振興のため活発な活動を続けている。 

    これら同人の実績に対しては，第３６回松尾芸能賞優秀賞など，多くの栄誉が贈

られている。 

    また，自らの一門における弟子の養成に加え，筑前琵琶橘流日本橘会専務理事，

日本琵琶楽協会関西支部長などの要職を務め，斯界の振興と後進の指導・育成にも

寄与している。 

    以上のように，同人は，琵琶の技法を正しく体得し，かつこれに精通していると

ともに，その技法を高度に体現している。 
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④ 保持者の略歴 

     昭和４８年 山崎旭萃に師事 

同 ５１年 ＮＨＫ邦楽オーディションに合格 

同 ６０年 筑前琵琶橘流日本橘会「師範」 

平成 ８年 大阪文化祭賞受賞 

同 １８年 筑前琵琶橘流日本橘会「秀師範」 

同 １９年 筑前琵琶橘流日本橘会「大師範」 

同 ２０年 大阪市民表彰受賞 

同 ２７年 第３６回松尾芸能賞優秀賞受賞 

 

（３）備考 

同分野の既認定者 

（死亡解除） 

   永井
な が い

 ハル（芸名 山崎旭萃
やまざききょくすい

）  

（平成７年５月３１日指定・認定～平成１８年６月５日指定・認定解除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

（奥村和美（芸名 奥村旭翠））氏    （演奏中の奥村旭翠氏） 

 

〔（２）重要無形文化財の保持者の追加認定（各個認定）〕 
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（芸能の部） 

 

１ 能
のう

シテ方
かた

 野村
の む ら

 四郎
し ろ う

 

 

「能シテ方」は，昭和３０年２月１５日に重要無形文化財に指定され，現在，保持者

として友枝
ともえだ

昭
あき

世
よ

氏，梅
うめ

若
わか

善政
よしまさ

（芸名 梅若玄
げん

祥
しょう

）氏が認定されている。現保持者に加え

て，野村氏を保持者として「追加認定」するものである。 

 

（１）重要無形文化財「能シテ方」について 

   能は，１４世紀後半から１５世紀にかけて，観阿弥
か ん あ み

，世阿弥
ぜ あ み

等によって大成された

仮面を用いる楽劇である。極度に簡素化された様式の中，人間の思想，感情の機微を

繊細な感覚をもって表現する技術，形式を今日に継承し，また後続の諸芸能発展の基

礎をつくった点においても重要なものである。 

能シテ方は，ワキ方，囃子
は や し

方，狂言方とともに能を成立させる技法で，シテ，ツレ

等の曲中の人物を演じるほか，地謡
じうたい

，後見
こうけん

なども担当する。能はシテ方による謡
うたい

や舞

を中心に構成された歌舞劇であり，能シテ方は能を構成する不可欠な技法であるとと

もに，芸術上特に価値が高く，芸能史上特に重要な地位を占めるものである。  

 

（２）保持者の認定について 

  ① 保持者 

       氏  名 野村 四郎 

生年月日 昭和１１年１１月２７日（満７９歳） 

住  所 東京都杉並区 

 

② 保持者の特徴 

同人は，伝統的な能シテ方の技法を高度に体現し， 観世流
かんぜりゅう

を代表する能楽師の一

人として卓越した技量を示すのみならず，長年にわたり一般社団法人日本能楽会会

長などの要職にあって，斯界
し か い

の発展及び後進の指導・育成にも尽力している。 
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③ 保持者の概要 

同人は，昭和１１年，狂言方和泉流六世野村
の む ら

万蔵
まんぞう

（重要無形文化財「狂言」（各

個認定）保持者）の四男として生まれ，幼少期から父に師事して狂言を稽古し，同

１５年には「 靱
うつぼ

猿
ざる

」の猿
さる

で初舞台を踏んだ。しかしシテ方としての将来を希望した

同人は，同２７年にシテ方二五世観世宗家観世元
もと

正
まさ

に入門して修業に励み，のち観

世寿夫
ひ さ お

にも指導を受け，同５３年に重要無形文化財「能楽」（総合認定）保持者の

認定を受けるなど，着実に芸歴を重ねた。同人の舞台は，能シテ方五流の中でも特

に端正優美とされる観世流の芸風を模範的に継承，体現するものとして評価が高く，

同人は現在の斯界において重要な位置を占めている。また，近年においても現行演

出の見直しや，他分野の芸術家と協力して新作を世に出すなど，意欲的な活動を継

続している。 

    これら同人の実績に対しては，日本芸術院賞など，これまで多くの栄誉が贈られ

ている。 

    また同人は，長年にわたり一般社団法人日本能楽会会長の要職にあって，能楽の

伝承及び振興にも貢献している。さらに，東京藝術
とうきょうげいじゅつ

大学
だいがく

音楽学部教授として教鞭
きょうべん

をとるなど，後進の指導・育成にも尽力してきた。 

    以上のように，同人は，能シテ方の技法を正しく体得し，かつ，これに精通して

いるとともに，その技法を高度に体現している。 

 

  ④ 保持者の略歴 

    昭和１５年 狂言「靱猿」の猿で初舞台 

同 ２７年 シテ方二五世観世宗家観世元正に入門 

同 ３０年 「 俊
しゅん

成
ぜい

忠度
ただのり

」で初シテ 

同 ３９年 「道
どう

成寺
じょうじ

」を披
ひら

く 

同 ５３年 重要無形文化財「能楽」（総合認定）保持者 

同 ５６年 社団法人能楽協会理事（同６０年まで） 

同 ６０年  社団法人日本能楽会理事（平成１１年まで） 

同 ６３年 第４２回文化庁芸術祭賞 

平成 ６年 第４４回芸術選奨文部大臣賞 
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同 １０年 東京藝術大学音楽学部教授（同１６年まで） 

同 年  紫綬褒章 

同 １１年 社団法人日本能楽会常務理事（同１８年まで） 

同 １６年 第２５回観世寿夫記念法政大学能楽賞 

  同 年  東京藝術大学名誉教授（現在に至る） 

同 １８年 第６２回日本芸術院賞 

     同 年  社団法人日本能楽会（同２４年より一般社団法人日本能楽会）会長

（現在に至る） 

同 ２０年 「関寺
せきでら

小町
こ ま ち

」を披く 

 

（３）備考 

同分野の既認定者 

（死亡解除） 

十四世 喜多
き た

 六
ろっ

平
ぺい

太
た

 

（昭和３０年２月１５日指定・認定～同４６年１月１１日認定解除） 

豊
て

島
しま

 彌
や

平
へい

（芸名 豊
て

嶋
しま

 彌
や

左
ざ

衛
え

門
もん

） 

（昭和５２年４月２５日認定～同５３年１月３日認定解除） 

桜
さくら

間
ま

 道
みち

雄
お

 

（昭和４５年４月２５日認定～同５８年５月２７日認定解除） 

高橋
たかはし

 進
すすむ

 

（昭和５３年４月２６日認定～同５９年１０月１９日認定解除） 

近藤
こんどう

 乾三
けんぞう

 

（昭和４１年４月２５日認定～同６３年１０月１日認定解除） 

   後
ご

藤
とう

 得
とく

三
ぞう

 

（昭和４５年４月２５日認定～平成３年７月２２日認定解除） 

観
かん

世
ぜ

 靜
しず

夫
お

（芸名 観
かん

世
ぜ

 銕
てつ

之
の

亟
じょう

） 

（平成７年５月３１日認定～同１２年７月３日認定解除） 

松
まつ

本
もと

 惠
しげ

雄
お

 

（平成３年４月１９日認定～同１５年２月５日認定解除） 
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粟
あわ

谷
や

 菊
きく

生
お

 

（平成８年５月１０日認定～同１８年１０月１１日認定解除） 

  片山
かたやま

 博
ひろ

太郎
た ろ う

（芸名 片山
かたやま

 幽
ゆう

雪
せつ

） 

（平成１３年７月１２日認定～同２７年１月１３日認定解除） 

三川
み か わ

 泉
いずみ

 

（平成１５年７月１０日認定～同２８年２月１３日認定解除） 

 

（現保持者） 

友
とも

枝
えだ

 昭
あき

世
よ

 

（平成２０年９月１１日認定） 

梅
うめ

若
わか

 善政
よしまさ

（芸名 梅
うめ

若
わか

 玄
げん

祥
しょう

） 

（平成２６年１０月２３日認定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （野村四郎氏）            （鵜飼
う か い

） 

 

２ 能
のう

シテ方
かた

  大槻
おおつき

 文藏
ぶんぞう

 

 

「能シテ方」は，昭和３０年２月１５日に重要無形文化財に指定され，現在，保持者

として友枝
ともえだ

昭
あき

世
よ

氏，梅
うめ

若
わか

善政
よしまさ

（芸名 梅若玄
げん

祥
しょう

）氏が認定されている。現保持者に加え

て，大槻氏を保持者として「追加認定」するものである。 

 



 

 - 11 -

（１）重要無形文化財「能シテ方」について 

   略  

 

（２）保持者の認定について 

  ① 保持者 

       氏  名 大槻 文藏 

生年月日 昭和１７年９月２５日（満７３歳） 

住  所 大阪府大阪市 

 

② 保持者の特徴 

同人は，伝統的な能シテ方の技法を高度に体現し，古典曲に卓抜した技量を示す

のみならず，数多くの復曲
ふっきょく

並びにその再演などにも意欲的に取組み，積極的な舞台

活動を展開するとともに，斯界
し か い

の振興及び後進の指導・育成にも尽力している。 

 

③ 保持者の概要 

同人は，昭和１７年，大槻秀夫
ひ で お

の長男として生まれ，父及び祖父大槻十三
じゅうぞう

に師事

するほか，観世
か ん ぜ

寿夫
ひ さ お

，八世観世銕
てつ

之
の

亟
じょう

（重要無形文化財「能シテ方」（各個認定）

保持者）にも教えを受けて研鑽
けんさん

に励んだ。やがて観世流能シテ方の伝統的技法を高

度に体得した同人は，同５７年に重要無形文化財「能楽」（総合認定）保持者の認

定を受けるに至り，その後も大阪を拠点として活動を続け，優れた技芸をもって着

実に芸歴を重ねてきた。 

ことに同人は，研究者と協同して，廃絶した作品をよみがえらせる復曲並びにそ

の再演に数多く携わり，また新作能や現行演出の再検討などにも意欲的に取り組ん

で実績を重ね，現代における上演曲を多彩なものとし，能楽界を活性化させる成果

を上げてきた。また古典曲においても平成１９年に，最高の秘曲とされる「関寺
せきでら

小町
こ ま ち

」を披
ひら

くなど，その高い技量を体現し，力量を示している。 

    加えて同人は優れた舞台活動を継続するのみならず，理事長として運営に当たる

公益財団法人大槻能楽堂において，長年にわたり主催公演等の事業を推進し，優れ

た企画をもって良質の舞台を提供するなど，大阪における能楽の普及振興の面でも
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大きな足跡を残してきた。 

これら同人の活動は高い評価を得ており，紫綬褒章，旭日小綬章等の数多くの栄

誉が贈られている。 

    また同人は，社団法人能楽協会（現 公益社団法人能楽協会）理事及び大阪支部

長を歴任するほか，大阪能楽養成会副会長兼主任講師として，後進の指導・育成に

も尽力している。 

    以上のように，同人は，能シテ方の技法を正しく体得し，かつ，これに精通して

いるとともに，その技法を高度に体現している。 

 

 ④ 保持者の略歴 

    昭和２２年 「鞍馬
く ら ま

天狗
て ん ぐ

」子方
こ か た

（花見の稚児）で初舞台 

同 ２５年 「 猩 々
しょうじょう

」で初シテ 

同 ３７年 「道
どう

成寺
じょうじ

」を披く 

同 ５７年 重要無形文化財「能楽」（総合認定）保持者 

平成  元年 社団法人日本能楽会理事（同１７年まで） 

同  ３年 社団法人能楽協会理事兼大阪支部長（同１７年まで） 

同  ４年 財団法人大槻能楽堂（同２３年より公益財団法人大槻能楽堂）理事長（現

在に至る） 

同  ８年 第１７回松尾芸能賞優秀賞 

同  ９年 第４回読売演劇大賞優秀男優賞 

    同 年  大阪能楽養成会副会長兼主任講師（現在に至る） 

同 １０年 第１９回観世寿夫記念法政大学能楽賞 

同 １１年 第５３回文化庁芸術祭優秀賞 

同 １２年 第５０回芸術選奨文部大臣賞 

同 １４年 紫綬褒章 

同 １７年 社団法人能楽協会常務理事兼大阪支部長（同１９年まで） 

同 １９年 社団法人能楽協会（同２２年より公益社団法人能楽協会）大阪支部長（現

在に至る） 

    同 年  「関寺小町」を披く 
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同 ２５年 旭日小綬章 

同 ２７年 日本学賞 

 

（３）備考 

略 

 

 

 

 

 

 

 

（大槻文藏氏）             （安宅
あ た か

） 

 

３ 歌舞伎
か ぶ き

脇役
わきやく

  河野
こ う の

 均
ひとし

（芸名 中村
なかむら

 東蔵
とうぞう

） 

「歌舞伎脇役」は，平成９年６月６日に重要無形文化財に指定され，現在，保持者と

して山中
やまなか

宗雄
む ね お

（芸名 澤村
さわむら

田之
た の

助
すけ

）氏が認定されている。現保持者に加えて，河野氏を

保持者として「追加認定」するものである。 

 

（１）重要無形文化財「歌舞伎脇役」について 

   歌舞伎脇役は，歌舞伎を成立させる上で欠くことのできない演技の一つで，今日で

は一般に，主役を演じる立役
たちやく

や女方以外を指す呼称となっている。概して主役を補佐

する立場であるが，作品の展開にとって重要な役割を果たしている場合も多く，その

演技には老若男女様々な役柄が含まれる。主役とは異なる芸風のもので，歌舞伎を構

成する上で極めて重要な技法である。 
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（２）保持者の認定について 

  ① 保持者 

       氏  名 河野 均（芸名 中村 東蔵） 

生年月日 昭和１３年１月２１日（満７８歳） 

住  所 東京都千代田区 

 

② 保持者の特徴 

同人は，立役，女方を問わず多彩な役柄を幅広く演じ，伝統的な歌舞伎脇役の技

法を高度に体現している。重要な脇役を数多く演じて，充実した舞台成果に貢献す

るとともに，斯界
し か い

の発展及び後進の指導・育成にも尽力している。 

 

③ 保持者の概要 

同人は，昭和１３年に東京都に生まれた。同３６年，六世中村歌右衛門
う た え も ん

（重要無

形文化財「歌舞伎女方」（各個認定）保持者）の芸養子となってその薫陶
くんとう

を受け，

三世中村玉
たま

太郎
た ろ う

を名乗って初舞台を踏み，やがて同４２年には歌右衛門家にとって

重要な芸名である中村東蔵を襲名するに至った。同人は若年より立役，女方を問わ

ず歌舞伎の幅広い技芸に長じ，同４９年には重要無形文化財「歌舞伎」（総合認定）

保持者の認定を受けている。その後もたゆまぬ研鑽
けんさん

を積み，歌舞伎俳優としての伝

統的技法を高度に体得した同人は，歌右衛門やその養子である現 中村梅
ばい

玉
ぎょく

，中村

魁
かい

春
しゅん

といった一門の舞台のみならず，ひろく様々な俳優と共演しつつ，充実した舞

台成果を上げるために貢献してきた。同人は常に安定した実力を備え，多岐にわた

る役柄に長じる歌舞伎俳優として斯界からの信頼も厚く，芸歴を重ねてなお活発な

活動を続けている。また，長年にわたる豊富な舞台経験を生かして，後進の指導に

も尽力している。 

       以上のように，同人は，歌舞伎脇役の技法を正しく体得し，かつ，これに精通し

ているとともに，その技法を高度に体現している。 

  

④ 保持者の略歴 

    昭和３６年 六世中村歌右衛門の芸養子となり，三世中村玉太郎を名乗り初舞台 
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同 ４２年 六世中村東蔵を襲名 

同 ４９年 重要無形文化財「歌舞伎」（総合認定）保持者 

平成 ２年 第９回眞山青果賞奨励賞 

同 １０年 第１７回眞山青果賞特別賞 

同 １２年 第１９回眞山青果賞奨励賞 

同 １６年 第２５回松尾芸能賞優秀賞 

 

（３）備考 

同分野の既認定者 

（死亡解除） 

羽田
は ね だ

 久
きゅう

太郎
た ろ う

（芸名 六世市
いち

川
かわ

 団之
だ ん の

助
すけ

） 

（昭和３５年４月１９日指定・認定～同３８年９月２７日指定・認定解除） 

中村
なかむら

 幸雄
ゆ き お

（芸名 二世中村
なかむら

 又五郎
またごろう

） 

（平成９年６月６日指定・認定～同２１年２月２１日認定解除） 

 

（現保持者） 

山中
やまなか

 宗雄
む ね お

（芸名 澤村
さわむら

 田之
た の

助
すけ

） 

（平成１４年７月８日認定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（河野均（芸名 中村東蔵）氏） （ 競
だてくらべ

伊勢
い せ

物語
ものがたり

）（提供：松竹株式会社） 
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（工芸技術の部） 

 

１ 紬
つむぎ

織
おり

  村上
むらかみ

 良子
りょうこ

 

 

「紬織」は，平成２年４月２５日に重要無形文化財に指定され，現在，保持者として志村
し む ら

ふくみ氏，佐々木
さ さ き

苑子
そ の こ

氏が認定されている。現保持者に加えて，村上氏を保持者とし

て「追加認定」するものである。 

 

（１）重要無形文化財「紬織」について 

紬織は，真綿を手
て

紡
つむ

ぎした 紬
つむぎ

糸
いと

で織物を製作する技法である。紬織物は，元来，養

蚕農家の自給用の衣料であったが，江戸時代には一般庶民にも幅広く着用され，さら

に，養蚕地帯を基盤に多様な紬織物が生産された。近年，染織作家の活動によって紬

織の芸術的価値が高められ，我が国の伝統工芸の発展に優れた成果を上げている。 

紬織は，芸術上特に価値が高く，工芸史上特に重要な地位を占めるものである。 

 

（２）保持者の認定について 

  ① 保持者 

       氏  名 村上 良子 

生年月日 昭和２４年８月６日（満６６歳） 

住  所 京都府京都市 

 

② 保持者の特徴 

同人は，伝統的な紬織の技法を高度に体得し，さらに，異なる色の緯
ぬき

糸
いと

（よこ糸）

を使い分けて文様を織り出す 綴
つづれ

織
おり

の手法を 絣
かすり

と組み合わせるなど，技法に独自の

工夫を加えている。色彩の線や面で構成した斬新な意匠の作品を発表して日本伝統

工芸展等で受賞を重ね，紫綬褒章を受章するなど，高い評価を得ており, 後進の指

導・育成にも尽力している。 

 

③ 保持者の概要 
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同人は，昭和２４年，秋田県に生まれ，同５２年から志村ふくみ（重要無形文化

財「紬織」（各個認定）保持者）に師事し，植物染料による染色をはじめとする紬

織の制作技法を習得した。その後も研鑽
けんさん

を積み，紬織の技法及びその表現の研究を

深めた。 

    同人は，糸の選択に始まり，絣糸の手くくり，染料植物の採集，染色，手織りに

至る紬織の制作技法を高度に体得し，植物染料による透明感のある色彩と紬織物の

風
ふう

合
あ

いを生かした制作を行っており，伝統技法を踏まえながら，異なる色の緯糸を

使い分けて文様を織り出す綴織の手法を絣と組み合わせて用いるなど，技法に独自

の工夫を加えている。 

    同人が自然の情景やその生命感などを象徴的に表現した作品は，色彩の線や面で

構成した大胆な意匠の着物が多く，色彩の美しさと斬新な意匠構成を特色としてお

り，品格を備えた現代的な表現が高く評価される。 

同人は，日本伝統工芸展を中心に作品を発表しており，平成元年第３６回日本伝

統工芸展で東京都知事賞（優秀賞），同１４年第４９回同展で高松宮記念賞（優秀

賞），同２７年第６２回同展で日本工芸会保持者賞（優秀賞）を受賞しており，同

１９年には紫綬褒章を受章するなど，高い評価を得ている。 

    また同人は，倉敷芸術科学大学芸術学部で指導に当たるほか，日本伝統工芸展鑑

査委員を歴任するなど，後進の指導・育成にも尽力している。 

    以上のように，同人は，紬織の制作技法を高度に正しく体得しており，かつ，こ

れに精通している。 

 

④ 保持者の略歴 

昭和４４年 東京造形大学デザイン学部グラフィックデザイン学科中退 

同 ５２年 志村ふくみに師事（同５６年まで） 

同 ６１年 第３３回日本伝統工芸展初入選 

平成 元年 第３６回日本伝統工芸展東京都知事賞（優秀賞） 

          作品 紬織着物「森
もり

に懸
か

かる径
みち

」 

同 １１年 倉敷芸術科学大学芸術学部工芸学科助教授（同１３年まで） 

 同 年  日本の工芸＜今＞100 選展（ＮＨＫ他主催）招待出品 
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同 １２年 第３７回日本伝統工芸染織展中国新聞社賞（奨励賞） 

          作品 紬織着物「 舟
しゅう

江
こう

」     

同 １３年 倉敷芸術科学大学芸術学部工芸学科（現 デザイン芸術学科）教授

（現在に至る） 

    同 １４年 第４９回日本伝統工芸展高松宮記念賞（優秀賞） 

                  作品 紬織着物「 秋
しゅう

過
か

」 

同 １６年 第５１回日本伝統工芸展鑑査委員（以後５回歴任） 

同 １８年 京都府指定無形文化財「紬織」保持者認定（現在に至る） 

同 １９年 紫綬褒章 

     同 年   「わざの美 伝統工芸の５０年」展（大英博物館他主催）招待出品 

同 ２４年 文化庁主催海外展「日本近現代工芸の精華」（文化庁，東京国立近

代美術館，フィレンツェ国立美術館特別監督局主催）招待出品 

同 ２５年 「現代の日本工芸展」（文化庁，外務省，在マイアミ総領事館，森

上美術館・日本庭園主催）招待出品 

同 ２７年 第６２回日本伝統工芸展日本工芸会保持者賞（優秀賞） 

          作品 紬織着物「 仲 秋
ちゅうしゅう

」 

 

（３）備考 

同分野の既認定者 

（現保持者） 

志村
し む ら

 ふくみ 

（平成２年４月２５指定・認定） 

佐々木
さ さ き

 苑子
そ の こ

 

（平成１７年８月３０日認定） 
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（村上良子氏）          （制作風景） 

 

〔（３）重要無形文化財の保持者の追加認定（総合認定）〕 

 

１ 常磐津
と き わ ず

節
ぶし

（常磐津
と き わ ず

節
ぶし

保存会
ほぞんかい

会員
かいいん

） 

「常磐津節」は，昭和５６年４月２０日に重要無形文化財に指定され，その保持者と

して常磐津節保存会会員が総合的に認定され，現在２６名の保持者がいる。これらの保

持者に加えて，１名を保持者の団体の構成員として「追加認定」するものである。 

 

（１）保持者の団体の構成員の追加認定 

今回認定する１名は，常磐津節の技法を高度に体現し，重要無形文化財「常磐津節」

の保持者としてふさわしい者であるので，重要無形文化財「常磐津節」の保持者の団

体の構成員（常磐津節保存会会員）として追加認定するものである。 

 

（２）備考 

 ①追加認定の経過 

第一次認定  ２４名  昭和５６年 ４月２０日 

第二次認定   ７名  平成 ２年 ４月１８日 

第三次認定   ６名  平成 ８年 ５月１０日 
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第四次認定  １３名  平成１２年 ６月 ６日 

第五次認定   ３名  平成１７年 ８月３０日 

第六次認定   ２名  平成２０年 ９月１１日 

第七次認定   ３名  平成２４年１０月 ４日  

現保持者数 ２６名 

  

②今回追加認定後の保持者数 

２７名（延べ５９名） 

 

Ⅲ．参考 

 

１．重要無形文化財の指定制度及び保持者等の認定制度 

  我が国の伝統的な芸能や工芸技術のうち，芸術上又は歴史上価値の高いものを重要無 

形文化財として指定し，これらのわざの高度な体現者・体得者をその保持者又は保持団

体として認定。 

 

＜認定の概要＞ 

（１）保持者 

  ①各個認定・・・重要無形文化財に指定されている芸能又は工芸技術を高度に体現・体

得している個人を認定。 

  ②総合認定・・・重要無形文化財に指定されている芸能を２人以上の者が一体となって

体現している場合に，これらの者が構成している団体の構成員を認定。 

（２）保持団体 

重要無形文化財に指定される工芸技術の性格上個人的特色が薄く，かつ，当該わざ   

を保持する者が多数いる場合には，これらの者が主たる構成員となっている団体を認

定。 

 

２．指定・認定までの手続き 

  毎年１回，重要無形文化財の保持者の死亡による認定の解除数，芸能及び工芸技術の 
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分野の実態などを踏まえて，有識者により構成する文化審議会の専門調査会における専

門的な調査検討を受けて，文化審議会の答申に基づき，文部科学大臣が保持者や保持団

体の認定を行っている。 
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３．「重要無形文化財」の指定件数と「保持者」及び「保持団体」の認定数 

 

 保持者（各個認定） 

（１）「重要無形文化財｣の指定件数と「保持者（各個認定）」の認定数 

区 分 
芸能の部 工芸技術の部 合計 

指定件数 保持者数 指定件数 保持者数 指定件数 保持者数 

指 定 ･ 認 定 前     ３７     ５４    ４０   ５８ 

※(５７) 

   ７７      １１２  

※(１１１) 

今回の指定･認定       １      ４      ０      １       １         ５ 

指 定 ･ 認 定 後     ３８     ５８    ４０    ５９ 

※(５８) 

    ７８     １１７ 

※(１１６) 

  ※工芸技術の部に重複認定が１人いるため，（ ）内の数は実人員を示す 

 

（２）「重要無形文化財保存特別助成金」の交付について 

   重要無形文化財保持者（各個認定）には，技の錬磨向上及び伝承者養成のための経

費として，「重要無形文化財保存特別助成金」（１人年額２００万円）を交付してい

る。 

 

 

 保持者（総合認定）及び保持団体 

（１）「重要無形文化財」の指定件数と「保持者の団体」数及び「保持団体」数 

区 分 
芸能の部 工芸技術の部 

指定件数 保持者の団体数 指定件数 保持団体数 

指 定 ･ 認 定 前         １３         １３         １４        １４ 

今回の指定･認定           ０           ０           ０          ０ 

指 定 ･ 認 定 後         １３         １３         １４        １４ 

 

（２）上記団体には伝承者養成のために必要な経費を補助している。 


